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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技用価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームを開始
させることが可能となり、複数種類の識別情報を変動表示させる可変表示装置に表示結果
が導出されることにより１ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じ
て入賞が発生可能であるスロットマシンであって、
　ゲームの進行が可能である状態において新たなゲームを開始させるべく所定の開始操作
が行われたことを契機として、通常遊技状態よりも遊技者にとって有利な特別遊技状態へ
の移行を伴う特別表示結果と該特別表示結果以外の特定表示結果とを含む入賞表示結果の
導出を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
　前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる導出制
御手段と、
　前記可変表示装置の表示結果として前記特別表示結果が導出されたときに、所定の終了
条件が成立するまで前記特別遊技状態に遊技状態を制御する特別遊技状態制御手段と、
　前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定され、該決定に基づいて該特別表示結果が
導出されないときに、該決定を次ゲーム以降に持ち越す特別決定持越手段と、
　前記事前決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されているときに
、前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されている旨を示す特別報知を行う特別報
知手段に該特別報知を実行させる手段であって、該特別報知が実行開始される報知タイミ
ングを制御する特別報知制御手段と、
　所定の設定操作手段の操作に基づいて、前記事前決定手段により入賞表示結果の導出を
許容する旨が決定される確率が異なる複数種類の設定値のうちから、いずれかの設定値を
選択して設定する設定値設定手段と、
　前記設定値設定手段により設定された設定値を示す設定値データと、前記特別決定持越
手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨の決定が持ち越されているか否かを含む
前記事前決定手段の決定結果を示すデータと、前記特別遊技状態に制御されているか否か
を示すデータとを含むゲームの進行を制御するためのデータを読み出し及び書き込み可能
に記憶するデータ記憶手段と、
　前記データ記憶手段に記憶されているデータが正常か否かを判定する記憶データ判定手
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段と、
　前記記憶データ判定手段により前記データ記憶手段に記憶されているデータが正常では
ないと判定されたときに、ゲームの進行を不能化する不能化手段と、
　前記不能化手段により前記ゲームの進行が不能化された状態において、前記設定操作手
段の操作に基づいて前記設定値設定手段により前記設定値が新たに設定されたことを条件
に、前記ゲームの進行が不能化された状態を解除し、ゲームの進行を可能とする不能化解
除手段とを備え、
　前記事前決定手段は、１ゲームにおいて前記特別表示結果の導出を許容する旨のみを決
定する単独決定手段と、１ゲームにおいて前記特別表示結果の導出を許容する旨と前記特
定表示結果の導出を許容する旨とを同時に決定する同時決定手段とを含み、
　前記特別報知制御手段は、前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する
旨が決定されているか前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨と前
記特定表示結果の導出を許容する旨とが同時に決定されているかに応じて、前記特別報知
の報知タイミングを決定する特別報知タイミング決定手段を含み、該特別報知タイミング
決定手段が決定した報知タイミングに従って前記特別報知の報知タイミングを制御し、
　前記特別報知タイミング決定手段は、
　　前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されたときには
、前記可変表示装置に表示結果が導出される前の報知タイミングを該ゲームにおいて前記
可変表示装置に表示結果が導出された以降の報知タイミングよりも高い割合として、前記
特別報知の報知タイミングを決定し、
　　前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨と前記特定表示結果の
導出を許容する旨とが同時に決定されたときには、該ゲームにおいて前記可変表示装置に
表示結果が導出された以降の報知タイミングを前記可変表示装置に表示結果が導出される
前の報知タイミングよりも高い割合として、前記特別報知の報知タイミングを決定し、
　前記特別報知制御手段は、さらに前記特別報知タイミング決定手段が決定した報知タイ
ミングまでの遊技の状況に応じて、前記特別報知を実行する
　ことを特徴とするスロットマシン。
【請求項２】
　遊技用価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームを開始
させることが可能となり、複数種類の識別情報を変動表示させる可変表示装置に表示結果
が導出されることにより１ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じ
て入賞が発生可能であるスロットマシンであって、
　ゲームの進行が可能である状態において新たなゲームを開始させるべく所定の開始操作
が行われたことを契機として、通常遊技状態よりも遊技者にとって有利な特別遊技状態へ
の移行を伴う特別表示結果と該特別表示結果以外の特定表示結果とを含む入賞表示結果の
導出を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
　前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる導出制
御手段と、
　前記可変表示装置の表示結果として前記特別表示結果が導出されたときに、所定の終了
条件が成立するまで前記特別遊技状態に遊技状態を制御する特別遊技状態制御手段と、
　前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定され、該決定に基づいて該特別表示結果が
導出されないときに、該決定を次ゲーム以降に持ち越す特別決定持越手段と、
　前記事前決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されているときに
、前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されている旨を示す特別報知を行う特別報
知手段に該特別報知を実行させる手段であって、該特別報知が実行開始される報知タイミ
ングを制御する特別報知制御手段と、
　所定の設定操作手段の操作に基づいて、前記事前決定手段により入賞表示結果の導出を
許容する旨が決定される確率が異なる複数種類の設定値のうちから、いずれかの設定値を
選択して設定する設定値設定手段と、
　前記設定値設定手段により設定された設定値を示す設定値データと、前記特別決定持越
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手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨の決定が持ち越されているか否かを含む
前記事前決定手段の決定結果を示すデータと、前記特別遊技状態に制御されているか否か
を示すデータとを含むゲームの進行を制御するためのデータを読み出し及び書き込み可能
に記憶するデータ記憶手段と、
　前記データ記憶手段に記憶されているデータが正常か否かを判定する記憶データ判定手
段と、
　前記記憶データ判定手段により前記データ記憶手段に記憶されているデータが正常では
ないと判定されたときに、ゲームの進行を不能化する不能化手段と、
　前記不能化手段により前記ゲームの進行が不能化された状態において、前記設定操作手
段の操作に基づいて前記設定値設定手段により前記設定値が新たに設定されたことを条件
に、前記ゲームの進行が不能化された状態を解除し、ゲームの進行を可能とする不能化解
除手段とを備え、
　前記事前決定手段は、１ゲームにおいて前記特別表示結果の導出を許容する旨のみを決
定する単独決定手段と、１ゲームにおいて前記特別表示結果の導出を許容する旨と前記特
定表示結果の導出を許容する旨とを同時に決定する同時決定手段とを含み、
　前記特別報知制御手段は、前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する
旨が決定されているか前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨と前
記特定表示結果の導出を許容する旨とが同時に決定されているかに応じて、前記特別報知
の報知タイミングを決定する特別報知タイミング決定手段を含み、該特別報知タイミング
決定手段が決定した報知タイミングに従って前記特別報知の報知タイミングを制御し、
　前記特別報知タイミング決定手段は、
　　前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されたときには
、該ゲーム中の報知タイミングを該ゲームより後のゲームの報知タイミングよりも高い割
合として、前記特別報知の報知タイミングを決定し、
　　前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨と前記特定表示結果の
導出を許容する旨とが同時に決定されたときには、該ゲームより後のゲームの報知タイミ
ングを該ゲーム中の報知タイミングよりも高い割合として、前記特別報知の報知タイミン
グを決定し、
　前記特別報知制御手段は、さらに前記特別報知タイミング決定手段が決定した報知タイ
ミングまでの遊技の状況に応じて、前記特別報知を実行する
　ことを特徴とするスロットマシン。
【請求項３】
　前記特別遊技状態において所定の終了条件が成立したときに、該特別遊技状態を終了さ
せる特別遊技状態終了手段と、
　前記特別遊技状態終了手段が前記特別遊技状態を終了させてからの経過期間を計測する
特別終了期間計測手段とをさらに備え、
　前記特別報知手段は、第１の特別報知手段と第２の特別報知手段とを含み、
　前記特別報知制御手段は、前記特別終了期間計測手段の計測した経過期間が所定期間を
越える前に前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されたときに、該経過期間が前記
所定期間を越えた後に前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されたときよりも高い
確率で前記第２の特別報知手段に前記特別報知を実行させる第２の特別報知制御手段を含
む
　ことを特徴とする請求項１または２に記載のスロットマシン。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の第１の観点にかかるスロットマシンは、
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　遊技用価値（メダル）を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲ
ームを開始させることが可能となり、複数種類の識別情報を変動表示させる可変表示装置
（可変表示装置２）に表示結果が導出されることにより１ゲームが終了し、該可変表示装
置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能であるスロットマシン（スロットマシン
１）であって、
　ゲームの進行が可能である状態において新たなゲームを開始させるべく所定の開始操作
（スタートレバー１１の操作）が行われたことを契機として、通常遊技状態よりも遊技者
にとって有利な特別遊技状態（レギュラーボーナス、ビッグボーナス）への移行を伴う特
別表示結果（レギュラーボーナス、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２））と該
特別表示結果以外の特定表示結果（チェリー）とを含む入賞表示結果の導出を許容するか
否かを決定する事前決定手段（ステップＳ４０３）と、
　前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる導出制
御手段（ステップＳ４０３）と、
　前記可変表示装置の表示結果として前記特別表示結果が導出されたときに、所定の終了
条件が成立するまで前記特別遊技状態に遊技状態を制御する特別遊技状態制御手段（ステ
ップＳ７０８、Ｓ７１０、Ｓ７１２）と、
　前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定され、該決定に基づいて該特別表示結果が
導出されないときに、該決定を次ゲーム以降に持ち越す特別決定持越手段（ステップＳ８
１４：小役当選フラグ、リプレイ当選フラグのみ消去）と、
　前記事前決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されているときに
、前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されている旨を示す特別報知を行う特別報
知手段（ボーナス告知ランプ６６、液晶表示器４）に該特別報知を実行させる手段であっ
て、該特別報知が実行開始される報知タイミングを制御する特別報知制御手段（ステップ
Ｓ９３１、Ｓ９３３、Ｓ９４７、Ｓ９４９）と、
　所定の設定操作手段（設定キースイッチ９２、設定スイッチ９１）の操作に基づいて、
前記事前決定手段により入賞表示結果の導出を許容する旨が決定される確率が異なる複数
種類の設定値（設定値）のうちから、いずれかの設定値を選択して設定する設定値設定手
段（ステップＳ２０１～Ｓ２１０）と、
　前記設定値設定手段により設定された設定値を示す設定値データと、前記特別決定持越
手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨の決定が持ち越されているか否かを含む
前記事前決定手段の決定結果を示すデータと、前記特別遊技状態に制御されているか否か
を示すデータとを含むゲームの進行を制御するためのデータを読み出し及び書き込み可能
に記憶するデータ記憶手段（ＲＡＭ１１２）と、
　前記データ記憶手段に記憶されているデータが正常か否かを判定する記憶データ判定手
段（ステップＳ１０４～Ｓ１０６）と、
　前記記憶データ判定手段により前記データ記憶手段に記憶されているデータが正常では
ないと判定されたときに、ゲームの進行を不能化する不能化手段（ステップＳ１０６（Ｎ
Ｏ）、ステップＳ３０１）と、
　前記不能化手段により前記ゲームの進行が不能化された状態において、前記設定操作手
段の操作に基づいて前記設定値設定手段により前記設定値が新たに設定されたことを条件
に、前記ゲームの進行が不能化された状態を解除し、ゲームの進行を可能とする不能化解
除手段（ステップＳ１１０、図５）とを備え、
　前記事前決定手段は、１ゲームにおいて前記特別表示結果の導出を許容する旨のみを決
定する単独決定手段（ステップＳ５１６、図４（ａ）：レギュラーボーナス、ビッグボー
ナス（１）、ビッグボーナス（２））と、１ゲームにおいて前記特別表示結果の導出を許
容する旨と前記特定表示結果の導出を許容する旨とを同時に決定する同時決定手段（ステ
ップＳ５１２、図４（ａ）：レギュラーボーナス＋チェリー、ビッグボーナス（１）＋チ
ェリー、ビッグボーナス（２）＋チェリー）とを含み、
　前記特別報知制御手段は、前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する
旨が決定されているか前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨と前
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記特定表示結果の導出を許容する旨とが同時に決定されているかに応じて、前記特別報知
の報知タイミングを決定する特別報知タイミング決定手段を含み、該特別報知タイミング
決定手段が決定した報知タイミングに従って前記特別報知の報知タイミングを制御し、
　前記特別報知タイミング決定手段は、
　　前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されたときには
、前記可変表示装置に表示結果が導出される前の報知タイミングを該ゲームにおいて前記
可変表示装置に表示結果が導出された以降の報知タイミングよりも高い割合として、前記
特別報知の報知タイミングを決定し、
　　前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨と前記特定表示結果の
導出を許容する旨とが同時に決定されたときには、該ゲームにおいて前記可変表示装置に
表示結果が導出された以降の報知タイミングを前記可変表示装置に表示結果が導出される
前の報知タイミングよりも高い割合として、前記特別報知の報知タイミングを決定し（ス
テップＳ９１８、Ｓ９１９の変形例）、
　前記特別報知制御手段は、さらに前記特別報知タイミング決定手段が決定した報知タイ
ミングまでの遊技の状況に応じて、前記特別報知を実行する
　ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記第１の観点にかかるスロットマシンにおいて、
　前記特別報知タイミング決定手段は、前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出
を許容する旨が決定されたときには、該ゲームにおいて前記可変表示装置に表示結果が導
出された以降の報知タイミングを前記単独決定手段により決定されたときよりも高い割合
として、前記特別報知の報知タイミングを決定するものとすることができる（ステップＳ
９１８、Ｓ９１９、Ｓ９２５の変形例）。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の観点にかかるスロットマシンは、
　遊技用価値（メダル）を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲ
ームを開始させることが可能となり、複数種類の識別情報を変動表示させる可変表示装置
（可変表示装置２）に表示結果が導出されることにより１ゲームが終了し、該可変表示装
置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能であるスロットマシン（スロットマシン
１）であって、
　ゲームの進行が可能である状態において新たなゲームを開始させるべく所定の開始操作
（スタートレバー１１の操作）が行われたことを契機として、通常遊技状態よりも遊技者
にとって有利な特別遊技状態（レギュラーボーナス、ビッグボーナス）への移行を伴う特
別表示結果（レギュラーボーナス、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２））と該
特別表示結果以外の特定表示結果（チェリー）とを含む入賞表示結果の導出を許容するか
否かを決定する事前決定手段（ステップＳ４０３）と、
　前記事前決定手段の決定結果に応じて前記可変表示装置に表示結果を導出させる導出制
御手段（ステップＳ４０３）と、
　前記可変表示装置の表示結果として前記特別表示結果が導出されたときに、所定の終了
条件が成立するまで前記特別遊技状態に遊技状態を制御する特別遊技状態制御手段（ステ
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ップＳ７０８、Ｓ７１０、Ｓ７１２）と、
　前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定され、該決定に基づいて該特別表示結果が
導出されないときに、該決定を次ゲーム以降に持ち越す特別決定持越手段（ステップＳ８
１４：小役当選フラグ、リプレイ当選フラグのみ消去）と、
　前記事前決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されているときに
、前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されている旨を示す特別報知を行う特別報
知手段（ボーナス告知ランプ６６、液晶表示器４）に該特別報知を実行させる手段であっ
て、該特別報知が実行開始される報知タイミングを制御する特別報知制御手段（ステップ
Ｓ９３１、Ｓ９３３、Ｓ９４７、Ｓ９４９）と、
　所定の設定操作手段（設定キースイッチ９２、設定スイッチ９１）の操作に基づいて、
前記事前決定手段により入賞表示結果の導出を許容する旨が決定される確率が異なる複数
種類の設定値（設定値）のうちから、いずれかの設定値を選択して設定する設定値設定手
段（ステップＳ２０１～Ｓ２１０）と、
　前記設定値設定手段により設定された設定値を示す設定値データと、前記特別決定持越
手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨の決定が持ち越されているか否かを含む
前記事前決定手段の決定結果を示すデータと、前記特別遊技状態に制御されているか否か
を示すデータとを含むゲームの進行を制御するためのデータを読み出し及び書き込み可能
に記憶するデータ記憶手段（ＲＡＭ１１２）と、
　前記データ記憶手段に記憶されているデータが正常か否かを判定する記憶データ判定手
段（ステップＳ１０４～Ｓ１０６）と、
　前記記憶データ判定手段により前記データ記憶手段に記憶されているデータが正常では
ないと判定されたときに、ゲームの進行を不能化する不能化手段（ステップＳ１０６（Ｎ
Ｏ）、ステップＳ３０１）と、
　前記不能化手段により前記ゲームの進行が不能化された状態において、前記設定操作手
段の操作に基づいて前記設定値設定手段により前記設定値が新たに設定されたことを条件
に、前記ゲームの進行が不能化された状態を解除し、ゲームの進行を可能とする不能化解
除手段（ステップＳ１１０、図５）とを備え、
　前記事前決定手段は、１ゲームにおいて前記特別表示結果の導出を許容する旨のみを決
定する単独決定手段（ステップＳ５１６、図４（ａ）：レギュラーボーナス、ビッグボー
ナス（１）、ビッグボーナス（２））と、１ゲームにおいて前記特別表示結果の導出を許
容する旨と前記特定表示結果の導出を許容する旨とを同時に決定する同時決定手段（ステ
ップＳ５１２、図４（ａ）：レギュラーボーナス＋チェリー、ビッグボーナス（１）＋チ
ェリー、ビッグボーナス（２）＋チェリー）とを含み、
　前記特別報知制御手段は、前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する
旨が決定されているか前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨と前
記特定表示結果の導出を許容する旨とが同時に決定されているかに応じて、前記特別報知
の報知タイミングを決定する特別報知タイミング決定手段を含み、該特別報知タイミング
決定手段が決定した報知タイミングに従って前記特別報知の報知タイミングを制御し、
　前記特別報知タイミング決定手段は、
　　前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨が決定されたときには
、該ゲーム中の報知タイミングを該ゲームより後のゲームの報知タイミングよりも高い割
合として、前記特別報知の報知タイミングを決定し、
　　前記同時決定手段により前記特別表示結果の導出を許容する旨と前記特定表示結果の
導出を許容する旨とが同時に決定されたときには、該ゲームより後のゲームの報知タイミ
ングを該ゲーム中の報知タイミングよりも高い割合として、前記特別報知の報知タイミン
グを決定し（ステップＳ９１８、Ｓ９１９）、
　前記特別報知制御手段は、さらに前記特別報知タイミング決定手段が決定した報知タイ
ミングまでの遊技の状況に応じて、前記特別報知を実行する
　ことを特徴とする。
【手続補正５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記第２の観点にかかるスロットマシンでは、特別表示結果の導出を許容する旨と特定
表示結果の導出を許容する旨とが同時に決定されると、該ゲームより後のゲームにおいて
該ゲーム中よりも高い割合で特別報知が行われる。特別報知は、遊技者にとって有利な特
別遊技状態への移行を伴う特別表示結果の導出を許容する旨が決定されていることを示す
ものであり、これが行われることによって、遊技者は、特別遊技状態に制御されることへ
の期待感を高めるものである。もっとも、スロットマシンにおける本来の遊技性は、可変
表示装置にどのような表示結果が導出されるかによって実現されるものであり、遊技を行
っている遊技者の意識は、通常、特別報知手段よりも可変表示装置に向いている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　同時決定手段により特別表示結果の導出を許容する旨と特定表示結果の導出を許容する
旨とが同時に決定されたときには、可変表示装置の表示結果として特別表示結果が導出さ
れないのであれば特定表示結果が導出されることが多くなる。この場合は、当該決定がさ
れたゲームより後のゲーム（多くの場合は特定表示結果の導出より後のゲーム）において
特別報知が実行される割合が高くなるので、特定表示結果が導出されたことによって、期
待感を高めさせつつ特別報知手段へ遊技者の意識を向けさせることができるようになる。
つまり、特定表示結果が導出されたタイミングでは遊技者の期待感を大いに高めることが
可能となり、遊技の興趣を向上させることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　上記第２の観点にかかるスロットマシンにおいて、
　前記識別情報の変動表示を停止させるために遊技者により操作される停止操作手段（停
止ボタン１２Ｌ、１２Ｃ、１２Ｒ）と、
　前記開始操作が行われた後に前記停止操作手段の操作を遊行する操作有効化手段（ステ
ップＳ６０１～Ｓ６０６）とをさらに備え、
　前記導出制御手段は、前記操作有効化手段により有効化された後に前記停止操作手段が
操作されたときに、該停止操作手段の操作手順と前記事前決定手段の決定結果とに応じて
前記可変表示装置に表示結果を導出させ、
　前記特別報知タイミング決定手段は、前記単独決定手段により前記特別表示結果の導出
を許容する旨が決定されたときには、当該ゲームにおいて前記操作有効化手段により前記
停止操作手段の操作が有効化される以前の報知タイミングを該停止操作手段の操作が有効
化される後の報知タイミングよりも高い割合として、前記特別報知の報知タイミングを決
定するものとすることができる（ステップＳ９２５）。
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